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12
月
定
例
会
に
提
出
さ
れ
た
請
願
は

２
件
で
す
。
こ
の
請
願
は
、
い
ず
れ
も

文
教
福
祉
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
慎
重

審
査
の
結
果
、
次
の
と
お
り
決
定
し
ま

し
た
。

ま
た
、
陳
情
に
つ
い
て
は
１
件
提
出

さ
れ
ま
し
た
。

請
願
・
陳
情

12
月
定
例
会
の
最
終
日
の
本
議
会
に

お
い
て
、
議
員
提
出
議
案
の
意
見
書
４

件
が
提
出
さ
れ
、
審
査
の
結
果
、
原
案

の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

可
決
さ
れ
た
意
見
書
は
、
内
閣
総
理

大
臣
を
は
じ
め
、
関
係
行
政
庁
等
に
送

付
さ
れ
ま
し
た
。

内
容
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
で
す
。

●
意
見
書
の
提
出
●

安
心
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
確
保

１

介
護
報
酬
の
改
定
に
当
た
っ
て
は
、

介
護
事
業
の
経
営
実
態
調
査
に
基
づ

き
、
地
域
に
お
け
る
介
護
サ
ー
ビ
ス

が
的
確
に
実
施
で
き
る
よ
う
、
サ
ー

ビ
ス
ご
と
の
人
の
配
置
や
処
遇
な
ど

に
十
分
、
留
意
の
上
、
適
切
な
引
き

上
げ
を
図
る
こ
と
。

２

ま
た
、
介
護
報
酬
の
引
き
上
げ
が
、

１
号
被
保
険
者
の
保
険
料
の
引
き
上

げ
に
つ
な
が
ら
な
い
よ
う
、
国
に
お

い
て
特
段
の
措
置
を
行
う
こ
と
。
介

護
保
険
料
の
設
定
に
つ
い
て
は
、
保

険
料
の
所
得
比
例
方
式
へ
の
見
直
し

や
、
市
町
村
ご
と
の
柔
軟
な
決
定
が

で
き
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。

３

必
要
な
療
養
病
床
数
を
確
保
す
る

と
と
も
に
、
認
知
症
対
策
を
拡
充
し
、

地
域
ケ
ア
体
制
の
整
備
・
充
実
を
図

る
こ
と
。

４

介
護
人
材
の
確
保
及
び
定
着
の
た

め
、
介
護
従
事
者
の
処
遇
の
改
善
や

「
食
の
安
全
確
保
」
へ
の
取
り

１

偽
装
表
示
を
一
掃
す
る
た
め
、
Ｊ

Ａ
Ｓ
法
を
改
正
し
、
直
罰
規
程
を
設

け
る
な
ど
罰
則
を
強
化
す
る
規
程
を

設
け
る
こ
と
。

２

農
産
物
の
工
程
管
理
や
農
場
か
ら

食
卓
に
至
る
衛
生
管
理
の
普
及
・
促

進
で
食
品
の
安
全
性
を
高
め
る
と
と

も
に
、
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
ー
シ
ス

テ
ム
の
確
立
で
食
品
の
流
通
を
一
層

明
確
に
す
る
こ
と
。

３

輸
入
食
品
の
安
全
に
関
す
る
情
報

提
供
を
迅
速
か
つ
適
切
に
行
う
と
と

も
に
、
監
視
、
検
査
体
制
の
強
化
・

拡
充
を
は
か
る
こ
と
。

４

政
策
全
般
に
わ
た
り
消
費
者
の
観

点
か
ら
監
視
し
、
強
力
な
権
限
を
有

す
る
消
費
者
庁
を
設
置
す
る
た
め
の

関
連
諸
法
を
制
定
す
る
こ
と
。

５

不
正
な
取
引
を
行
う
業
者
に
対
し
、

迅
速
な
立
ち
入
り
調
査
に
基
づ
く
販

売
禁
止
や
、
製
品
の
回
収
命
令
、
罰

則
強
化
な
ど
を
図
る
た
め
、
消
費
者

安
全
法
を
制
定
す
る
こ
と
。

１

広
域
的
な
被
害
防
止
対
策

広
範
囲
に
及
ぶ
被
害
防
止
の
対
策

請 願 の 内 容
付託委員会 請　　　　願　　　　名 結果

文教福祉委員会 秩父市芸能会館の建設について 採択

文教福祉委員会 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願 採択

陳 情 の 内 容
要　　　　　　　　旨 陳　　情　　者

市道拡幅改良工事の施工方の件（寺尾地内市
道尾田蒔85号線拡幅改良工事施工のお願い）

中寺尾町会
町会長　浅賀　克夫　　外20名

新
た
に
福
祉
・
介
護
人
材
確
保
の
た

め
の
緊
急
支
援
事
業
を
実
施
す
る
と

と
も
に
、
雇
用
管
理
の
改
善
に
取
り

組
む
こ
と
。

に
取
り
組
む
た
め
、
県
、
市
町
村
等

の
関
係
機
関
が
一
体
と
な
っ
た
広
域

的
な
組
織
化
を
図
る
こ
と
。

２

野
生
鳥
獣
と
の
棲
み
分
け
対
策

里
山
整
備
や
野
生
鳥
獣
の
生
息
環

境
づ
く
り
に
配
慮
し
た
山
づ
く
り
な

ど
、
人
と
野
生
鳥
獣
の
棲
み
分
け
対

策
を
講
じ
る
こ
と
。

３

財
政
措
置
の
拡
充

有
害
鳥
獣
対
策
に
要
す
る
市
町
村

負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
関
係
予

算
の
拡
充
を
行
う
こ
と
。

４

狩
猟
従
事
者
等
の
人
材
育
成

狩
猟
及
び
林
業
従
事
者
の
高
齢
化

の
た
め
、
後
継
者
の
育
成
を
図
る
こ

と
。

５

被
害
防
止
の
た
め
の
普
及
啓
発

被
害
防
止
対
策
と
し
て
、
野
生
鳥

獣
の
生
態
や
被
害
防
止
策
の
啓
蒙
を

行
う
た
め
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
の
配

布
に
よ
る
普
及
啓
発
を
図
る
こ
と
。

求
め
る
意
見
書

安
定
的
に
教
育
予
算
が
配
分
さ
れ
る

た
め
に
も
、
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制

度
を
維
持
し
、
負
担
率
を
２
分
の
１
に

復
活
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

よ
っ
て
、
国
及
び
政
府
に
お
い
て
は
、

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金
の
全
額
税
源

移
譲
と
制
度
の
廃
止
を
検
討
す
る
の
で

は
な
く
、
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度

の
維
持
・
拡
充
を
図
り
、
負
担
率
を
２

分
の
１
に
復
活
す
る
こ
と
を
強
く
要
望

し
ま
す
。


